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【船名/松属けt(SHOFU MARU)】 外航船で初の帆装船。帆は硬質

で全自動。コンピューターで風速と風向を感知し、伸縮・旋回させ

て、最適の風力を得られるようにシステム化されている。硬翼帆は、

FRP(繊維強化プラステック)製。高さ50m、 幅 15m。 4段に伸縮

する。根元の3台のインバーターと減速機で180度旋回できる。強度

は最大風速70mまで耐えられる。価格は2億～3億円(指定)。

保有・運航は商船三井(本社・東京、橋本剛社長)。 豪州と北米西

岸から石炭を積んで能代火力発電所(秋田県能代市)と 原町火力発電

所(福島県相馬市)に搬入する。航海速力は 11ノ ット.荷主は東北電

力。硬翼帆の省エネ率は日本～北米航路で 8%、 日本～豪州で5%   ▲1段に畳み込んだ硬瓢

を想定している。

硬翼帆を装備した理由は、 IMO(国際海事機構)が掲げる「2050年に船舶の温室効果ガス排出半減

(2008年比)」 を目指すため。

202aR4)年 10月 7日に竣工。総トン数・5万8.20(I,T、 重量トン数・10万422DW。 1全長・235m。 全幅・

43m。 深さ・20m。 船名は船籍港のある能代市の海岸に連なる「風の松原」に因んだ。造船所は大島造

船所(本社・長崎県西海市、平賀英一社長)。

硬翼帆を付けた船の第2船目は202406)年に建造する「ばら積み間  (6万4,000DW)に する予定。この

船には4-5%の 省エネ効果があるとされる□―ターセール(円筒帆)も付設する。

世界初の硬質帆船は、油価の高騰に対応して、1980(S55)年 8月 に建造された内航タンカーの「新愛徳

丸」(699総 トン、船主・愛徳)だ つた。10～20%の省エネを実現したものの石油価権の最落に伴い、帆の

コストが合わず姿を消した。
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昨年11月 に行われた全日本海員組合 (全 日海、松

浦満晴組合長)の組合長選挙は不公正だ、との批判

が上がっている。船員OBのブログ (双方向の電子

掲示板)や機関紙が民主主義が機能していないと訴

えている。
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船員OBが狼煙

批判しているプログと機関紙は 「羅針盤

を発行する会」と「海運組合を良くする会」

である。いずれも任意団体で、代表者は元

外航船員である.

「羅針盤を発行する会」は外航部員で組

織した元「船員部員協会」を引き継いで2000

(‖ 21)年 11月 1日 に発足した。年 3～ 4回、

機関紙の『羅針盤』を発行している。読者

は約3.000人。同紙を公開しているプログ

は、約 5万人が聞覧 (登録)し ている。発

行責任者の4均 中正陽氏は元太平洋汽船の一

等機関士で現在.臨時で内航船に乗ってい

る。現役の全日海組合員で昨年11月 8・ 9

両日、神戸で開催された全日海定期大会

(第 82回)に出席した。そこで見た森田保

己前組合長の交代の模様を『羅針盤』 (第35

号)で大筋、次のように書いた。

「大会初日の冒頭、

(森田)組合長は本日、

体調がすぐれず欠席し

た」と報告された。壇

上には組合長の席はな

く、 2人 (田 中伸一、

松浦満晴)の副組合長 松浦満晴・全曰海組合長

が真ん中に陣取っていた。組合長の挨 |′ の́

代読もなく、来賓挨拶に進んだ。

午後の会議の冒頭.選挙委員長が、いき

なり『森田組合長から辞任届が出された。

本大会で組合規約第35条 C項により.補充

選挙を行う。立候補は13時40分までとする』

との発表があった。立候補の締め切り時間

は、わずか30分 しかなかった。組合員の議

場は、ン~ン と静まり返つたままだつた。

傍聴席は一瞬ざわついた.

14時過ぎに松浦副会長 1人だけが書かれ

た立候補者名簿が配られた。投票が行われ、
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15時 30分に松浦氏の組合長当選が発表され

た。代議員 199人 の投票結果は賛成189票

(95%).自 票 9票 (15%)、 無効 1票

(05%)だった。

続いて松浦副組合長の空席を埋める繰り

上げ選挙が行われ、鈴木順三・中央執行委

員の副組合長昇格と斉藤洋・関東地方支部

長の役職昇格が決まった。いずれも立候補

は 1人で、対立候補はいなかった」

組合規約違反を指摘

竹中氏は、 このような役員選挙は組合規

約違反だ.と指摘している。

「選挙委員長が説明した規約3う条C項は

選挙の手続き上のことを言ったに過ぎない.

事前告知の無い役員選挙は規約 17条の『平

等に役員に立候補できる権利』を侵害して

いる。役員選挙を突然.実施されれば大会

出席者は実質的に立候補が出来ない。まし
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て洋上の組合員は立候補しようがない。役

員補充選挙の臨時大会は 1カ 月前に機関紙

で通知することになつている。かって 1971

(S46)年 と1980(S55)年 の臨時大会では 2カ

月前に通知された。ところが2013(H25)年

の藤澤洋二組合長の補充選挙で規約違反が

行われ、悪い前例になった。以来、組合規

約は踏みにじられ.組合民主主義が形骸化

した」

違法性を関係先に働き掛け

一方.「海員組合を良くする会」は2016

(128)年 11月 に「海員組合の民主的運営を

図ること」を目的に今日海のOBが設立し

た。組合執行部を人事権の乱用で告訴した

渡辺長寿・北海道支部副支部長を 「励ます

会」を解消して再結成した。発起人には九

組合長の中西昭士郎氏や井出本榮氏が連ね

た。現在.代表を井出本榮氏が.事務局長
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▲全国海本部
(東京都港区六本木.改装中)

▲仮入居中の全曰海本部
(東京都中央区晴海.ホテルマリナーズコー ト東京)
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を元川崎汽船の甲板員で全日海の元教宣部

長だった藤丸徹氏が、務めている。

同会は昨年11月 の組合長の選挙は不当だ

として全日海執行部あてに次のような質問

状を送付した。

「大会出席者以外の組合員に周知しない

まま行われた役員選挙は組合規約 (第 17条

と第38条)違反である。また、組合員の権

利を保障した労働組合法 (第 5条)に も違

反している。この点について文書で回答し

てはしい」

これに対する全日海執行部からの回答は

無かつた。質問状は2022(R4)年 2月 . 3月 、

4月 と3回送った。しかし、いずれも受け

取り拒否で送り返されてきた。

そこで外部に働きかけることにし、 6月

27国 に次の関係先に全日海に対する指導を

求める文章 (9～ 10頁参照)を送付した。

①日本労働組合総連合会・菱野友子会長

②全国港湾労働組合連合会・相木公度中

央執行委員長

OITF東 京事務所・滝 1券次所長

④海事振興連盟・衛藤征士郎会長

⑤中央労働委員会・岩村正彦会長

⑥国土交通省・高橋一郎海事局長

⑦国土交通省・河野真理子交通政策審議

会海事分科会会長

⑧厚生労働省・鈴木英二郎政策統括官

(労使関係担当)

小誌の取材も拒否

小誌には 「海員組合を良くする会」から

機関紙 (第 11号)が送られて来た。そこに

不公正な組合長選挙の実態が書かれていた。
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真偽を確かめるため、松浦満晴組合長に取

材を中し込んだ。しかし、拒否された。担

当役員の平岡英彦 (国 内局長)氏から「大

内氏のインタビュー以来.取材を受けない

ことにしている」との電話があった。その

インタビユ~と は.藤澤洋二組合長が統制

処分 (弾劾)さ れて、大内教正副組合長が

昇進した経緯を書いた記事である。2011(H26)

6 月刊 内航海運 2(,22(Iヽ 1) 12

20211210 L‖ 菫を発行する会

響 鍮
υヾ  .夕

`だ



年 2月 の「月刊内航海運」に掲載した。大

内組合長は「労働組合の原点に戻ります。

派閥争いで生じる摩擦をプラスにして組織

を活性化していく」との抱負を語った。

相 次 ぐ敗 訴

全日海の不公正な組合長選挙は11年前か

ら続いており、訴訟沙汰に発展している。

2008(H20)年 には藤澤洋二組合長の対立

候補と目された北山等氏を解雇し、立候補

を無効にした。北山氏は提訴した。藤澤洋

_組合長と大内教工副組合長の違法行為が

認定され、損害賠償が命じられた。

2010(H22)年 にも似たことが起こった。

再度、組合長への立候補を表明した北山等

氏の大会会場への入場を阻上した。北山氏

は提訴し.藤澤組合長と大内副組合長が負

けた。

2012(H24)年 には自由立候補を唱えた藤

澤組合長とそれに反対する田中伸―副組合

長が対立し、藤澤組合長が統制処分を受け

て■迭された。

2013(1115)年 の藤澤組合長の補充選挙で

は. 1人 だけ立候補名簿に名前が書かれて

いた大内教正顧間が当選した。会場の 1組

合員が立候補表明した。しかし、立候補は

無効とされた。その組合員は提訴し、再び

全日海執行部が負けた。

2014(H26)年には大内組合長の引退を受

けて森田保己副組合長が後継指名された。

組合長選挙の形骸化が一段と進んだ。

我が身可愛さに平服している

敗訴が相次いでも執行部の強権体質が改

まることは無かった。全日海役員を選ぶ立

匹几]大内裟差(65)・ 全日海組合長

▲ 「月刊内航海道」 (2014年 2月 号)に
掲載した大内組合長のインタビュー

労働組合の原鷹
点に戻りますぼ酷

昨年 11月 6日 に長崎市で開催された第 74固 定霧全国大

会で組合長に就任した.藤澤斧二前組合長の解任を受けて

顧間から返り咲いた.全日海の歴史の中でも異例の人事.

その訳と抱負を聞いた.(聞き手/弓庭博行 本誌編集長)
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組合員数
(2022年 7月 末)

7,.157人
(外国人船員71.3・。.国内

i毎事関係者 lS.も %.水産間
係者1.'%.外航胎員25%)

売上高 (会費収入) 10億 円

支 吉F

北海道 (苫 小牧.稚内.制 ||

路.函館).岩 手.青森 .

宮城.福島.新潟.石川 .

神奈川.静岡.兵庫.大 阪.

愛知.広島.愛媛.高松 .

福岡.長崎.鹿児島.,中 縄 .

フィリピン.イ ンドネンア.

ベ トナム.イ ギリス.中日

場にある全国委員が嘆いている (「羅針盤」

第12号/2011・ H26年 2月 1日 発行)。

「 (藤澤)組合長の更迭で、組織のトッ

プにいる者でさえ、排除できるようになっ

た訳であるが、次は誰を標的にするのであ

本部所在地 東京都港区六本木7-15-26

繰越全 35',億 円

従業員 (専従 ) 約270名

」|1型 llt l)12 月刊 内航海運 7



ろうか。一度、強権的な体制を作った組織

は分かり易い『敵』を作ることでしか正当

性を維持できない」

「大会で発言すれば私自身はもとより

(勤務先の)会社や組合員に迷惑がかかる。

我が身可愛さに、非人道的な所業を行う.

おおよそ組合と言えない組織に対して平服

している。組合の暴走を止めていない責任

は自分で受け止め、せめて人として恥ずか

しくない体裁だけは守りたい」

役員任期の限定が必要

全国海の強権体制をミ■
=要

回として7・ 1

%を 占める外国人船員の存在が指摘されて

いる。外国人船員は会費は支払っているが、

全日海役員に立候補する資格が無、,.

チェック機能の働かない組織は長期的な

強権体質になり易い。選挙管理を第二者に

委ね、かつ役員任期を限定 (4～ 6年 .長

くても8年 ぐらい)し て全役員が交代する

ように改めては如何だろう。

1999(Hll)年以降の全日海役員

年 度 和 后 組合長 組合長代行・副担合長
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国土交通省交通政策審議会海事分科会

会長 河野真理子 様
2022年 6月 27日

1,'658■】)63

神戸市東灘区住吉山手 5‐ 4‐ 30

海量組合を良くする会

代表 井出本

(全日本海貝総合元組合長)

全 日本海 員組 合 に関す るお願 い

役員選挙における規約違反について

拝啓

貴職におかれましては益々のご清祥の段、お慶び申し上げます。

日頃から海連の発展さらには全日本海員組合ならびに船員のために御尽力をいただき、

感謝申し上げます。

私たちは、全日本海員組合 (以下海員組合)の組合運動0発展を願う現役組合員と

la合員03・ 執行部員OBの集まりです。

きて、海員組合第82回定期全国大会が昨年11月 に開催されました。同大会初日

●午後に突知、森田保己組合長の辞任が発表された後、即座に組合長補充選挙が実施

され、弓1き 続き、副組合長、中央執行委員の機充選挙が行われましたこと、ご既承の

通りであります。

海員組合では、洋上で働く組合員を含め、すべての組合員に役員選挙に立候補する

権利が与えられており、当該役員選挙は明らかに組合規約に違反しております。また、

労働組合法第 5条φ規定にも違反しております。

この件に関し、私たちは海員組合に対して去る2月 5日 、3月 20日 に■間状を送

りましたが何ら返事がないため、4月 20日 は催促状を送りましたが受け取りを拒否

されました。

つきましては、責職より海員組合に対して、組合規約ならびに労働糧合法の規定を

輌守し、民主的な労働組合としての伝続、精神に従い、労働組合の名に恥じることが

ない活動に邁進するようご指導、ご助言をお願い申し上げます。

付言すると2008年来、澪員組合においては以下のように組合長選挙のたびI(正

議組合長や中央薇行委員会により違法・不工な行為が行われ、可法の場においても断

罪されてきました。

1  2008年 には、K元中執を大会前に解層.解層無劾の仮処分決定を得て大会

に出席しようとしたK氏の入場を実力で限上し、組合長選挙の立候補届も無効と

Ю
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した。裁判では立候補届無効措置の違法、理合ならびに当時の菫壁組合長 ■ 内ゝ

副組合長の違法行為が認定され損害賠償が命じられた。

2010年は、最高議決定で復職したK氏が、「大会への出席を拒機してはなら

ない」と,ヽ う仮処分決定を得て、組合長選挙への立候補を表明.し かし組合は裁

判所の決定を無視し、再度大会の入場を阻上した。この作も裁判で、入場阻上の

連法と藤澤組合長・大内劇組合長の違法行為が認定され損害賠償が命じられた。

2012年 には、当時の藤澤組合長が規わの趣旨に則り役員選挙^の 自由立候

補を提唱したにもかかわらず、日Ⅲ副組合長はこれを無視し、大会直前に他の役

員を引き連れて記者会見を開き次期役員構想を発表した。藤澤組合長は機関会議

の場で、日申調組合長の独断専行を非難したところ、その後内紛となり.逆に続

制処分l=掛
`'ら

れ更迭された。

2013年の大会では、藤澤組合長の統制処分が決定した後、即座に組合長補

充選挙が実施された。今回同様、正式な選挙告示はなく、大会出席者以外の組合

員は選挙の実施を知りようがなかった。同選挙には大会場に居た一組合員が立候

補したが、立候補屈は無効とされ、弓:退 していた大内顧間 (元副組合長)が立候

補し組合長
`ヽ

信任された。この作も裁判で、立候補届無効措置の違法が認定され、

紅合ならびに当時の松浦副組合長 (現組合長)が損害賠償を命しられた。

翌 2014年には大内組合長が引理を表明、大会直前に中央執行委員会の名で

記者会見を開いて森田副組合長を後継指名する組閣案を発表し、森田組合長が獄

任し昨年の大会に至つている。海員組合●債例にない理争前のこうした行為自体

が公正な選挙にもとるものであります.

このように、近年海員組合においては、組合民主主議にもとる行為が正副組合長や

中央執行委員会によりたびたび爆り返されてきました。こうした不法行為ゆ根を断ち、

海員総合が燿かしい伝続を取り戻し、亀合員に開かれた組合として蘇生するため、足

非とも責職のご尽力をお願いする次第であります.

敬具

添付資料

X2022年 2月 6日付け海員組合宛て質問状

X  同  3月 20日付け海員組合宛て再質問状

X  同  4月 2o日付1,海員組合鬼て催促状
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